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本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県犯罪被害者等支援条例の制定（栃木県条例第３号） 

 犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、並びに県、県民、事業者及び民間支援団体の責務を明らかにす 

るとともに、犯罪被害者等支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援に関す 

る施策を総合的かつ計画的に推進するため、次のとおり条例を制定することとしました。 

１ 定義（第２条関係） 

この条例における「犯罪等」、「犯罪被害者等」、「犯罪被害者等支援」、「二次的被害」及び「民間支 

援団体」の意義を定めることとしました。 

２ 基本理念（第３条関係） 

  犯罪被害者等支援について、次の基本理念を定めることとしました。 

 ⑴ 犯罪被害者等が受けた犯罪等による被害又は二次的被害の特性及び原因、犯罪被害者等が置かれている 

状況その他の事情に応じて適切に推進されること。 

 ⑵ 犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な 

支援等を途切れることなく受けることができるよう推進されること。 

３ 県の責務及び市町村との連携等 

⑴ 県は、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとしました。 

（第４条関係） 

⑵ 県は、市町村において、当該地域の実情に応じた犯罪被害者等支援に関する施策が円滑に実施されるよ 

う、情報の提供、助言その他の措置を講ずるものとすることとしました。（第５条関係） 

４ 県民、事業者及び民間支援団体の責務 

⑴ 県民は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次 

的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、県及び市町村が実施する犯罪被害者等支援に関す 

る施策に協力するよう努めるものとすることとしました。（第６条関係） 

⑵ 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、そ 

 の事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、県及び市町 

村が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとすることとしました。（第７条 

関係） 

⑶ 民間支援団体は、犯罪被害者等支援に関する知識及び経験を活用し、犯罪被害者等支援を行うととも  

に、県及び市町村が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとすることとしま 

した。（第８条関係） 

５ 基本計画（第９条関係） 

  知事は、犯罪被害者等支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等支援に関す 

る基本的な計画を定めるものとすることとしました。 

６ 犯罪被害者等支援に関する基本的施策 

⑴ 相談及び情報の提供等（第10条関係） 

⑵ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供等（第11条関係） 

⑶ 日常生活の支援（第12条関係） 

⑷ 安全の確保（第13条関係） 

⑸ 居住の安定（第14条関係）  

⑹ 雇用の安定（第15条関係） 

 ⑺ 保護等の過程における配慮等（第16条関係） 

⑻ 県民の理解の増進（第17条関係） 

⑼ 人材の育成（第18条関係） 

⑽ 推進体制の整備（第19条関係） 

⑾ 財政上の措置（第20条関係） 

７ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和３（2021）年４月１日から施行することとしました。 

⑵ 栃木県安全で安心なまちづくり推進条例について、所要の規定の整備をすることとしました。 



（2） 号外第６号令和３（2021）年３月11日　木曜日 栃 木 県 公 報

条 例
 

本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県犯罪被害者等支援条例の制定（栃木県条例第３号） 

 犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、並びに県、県民、事業者及び民間支援団体の責務を明らかにす 

るとともに、犯罪被害者等支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援に関す 

る施策を総合的かつ計画的に推進するため、次のとおり条例を制定することとしました。 

１ 定義（第２条関係） 

この条例における「犯罪等」、「犯罪被害者等」、「犯罪被害者等支援」、「二次的被害」及び「民間支 

援団体」の意義を定めることとしました。 

２ 基本理念（第３条関係） 

  犯罪被害者等支援について、次の基本理念を定めることとしました。 

 ⑴ 犯罪被害者等が受けた犯罪等による被害又は二次的被害の特性及び原因、犯罪被害者等が置かれている 

状況その他の事情に応じて適切に推進されること。 

 ⑵ 犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な 

支援等を途切れることなく受けることができるよう推進されること。 

３ 県の責務及び市町村との連携等 

⑴ 県は、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとしました。 

（第４条関係） 

⑵ 県は、市町村において、当該地域の実情に応じた犯罪被害者等支援に関する施策が円滑に実施されるよ 

う、情報の提供、助言その他の措置を講ずるものとすることとしました。（第５条関係） 

４ 県民、事業者及び民間支援団体の責務 

⑴ 県民は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次 

的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、県及び市町村が実施する犯罪被害者等支援に関す 

る施策に協力するよう努めるものとすることとしました。（第６条関係） 

⑵ 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、そ 

 の事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、県及び市町 

村が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとすることとしました。（第７条 

関係） 

⑶ 民間支援団体は、犯罪被害者等支援に関する知識及び経験を活用し、犯罪被害者等支援を行うととも  

に、県及び市町村が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとすることとしま 

した。（第８条関係） 

５ 基本計画（第９条関係） 

  知事は、犯罪被害者等支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等支援に関す 

る基本的な計画を定めるものとすることとしました。 

６ 犯罪被害者等支援に関する基本的施策 

⑴ 相談及び情報の提供等（第10条関係） 

⑵ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供等（第11条関係） 

⑶ 日常生活の支援（第12条関係） 

⑷ 安全の確保（第13条関係） 

⑸ 居住の安定（第14条関係）  

⑹ 雇用の安定（第15条関係） 

 ⑺ 保護等の過程における配慮等（第16条関係） 

⑻ 県民の理解の増進（第17条関係） 

⑼ 人材の育成（第18条関係） 

⑽ 推進体制の整備（第19条関係） 

⑾ 財政上の措置（第20条関係） 

７ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和３（2021）年４月１日から施行することとしました。 

⑵ 栃木県安全で安心なまちづくり推進条例について、所要の規定の整備をすることとしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

  栃 木 県 犯 罪 被 害 者 等 支 援 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。 
   令 和 三 年 三 月 十 一 日  

                          栃 木 県 知 事   福  田  富  一   
 

 

 

ひ ぼ う 

栃 木 県 条 例 第 三 号 

栃 木 県 犯 罪 被 害 者 等 支 援 条 例 

（ 目 的 ） 

第 一 条 こ の 条 例 は 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 し 、 基 本 理 念 を 定 め 、 並 び に 県 、 県 民 、 事 業 者 及 び 民

間 支 援 団 体 の 責 務 を 明 ら か に す る と と も に 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を

定 め る こ と に よ り 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、 も っ て 犯 罪 被

害 者 等 を 支 え る 地 域 社 会 の 形 成 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。 

（ 定 義 ） 

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

一 犯 罪 等 犯 罪 及 び こ れ に 準 ず る 心 身 に 有 害 な 影 響 を 及 ぼ す 行 為 を い う 。 

二 犯 罪 被 害 者 等 犯 罪 等 に よ り 被 害 を 受 け た 者 及 び そ の 家 族 又 は 遺 族 を い う 。 

三 犯 罪 被 害 者 等 支 援 犯 罪 被 害 者 等 が 、 そ の 受 け た 被 害 を 回 復 し 、 又 は 軽 減 し 、 再 び 平 穏 な 生

活 を 営 む こ と が で き る よ う に す る た め の 取 組 を い う 。 

四 二 次 的 被 害 犯 罪 等 に よ る 被 害 を 受 け た 後 に 、 人 々 の 無 理 解 又 は 配 慮 に 欠 け る 言 動 、 イ ン

タ ー ネ ッ ト を 通 じ て 行 わ れ る 誹 謗 中 傷 、 報 道 機 関 に よ る 過 剰 な 取 材 等 に よ り 、 犯 罪 被 害 者 等 が

受 け る 精 神 的 な 苦 痛 、 身 体 の 不 調 、 私 生 活 の 平 穏 の 侵 害 、 経 済 的 な 損 失 そ の 他 の 被 害 を い う 。 

五 民 間 支 援 団 体 犯 罪 被 害 者 等 支 援 を 行 う 民 間 の 団 体 を い う 。   

（ 基 本 理 念 ） 

第 三 条 犯 罪 被 害 者 等 支 援 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 受 け た 犯 罪 等 に よ る 被 害 又 は 二 次 的 被 害 の 特 性 及 び

原 因 、 犯 罪 被 害 者 等 が 置 か れ て い る 状 況 そ の 他 の 事 情 に 応 じ て 適 切 に 推 進 さ れ な け れ ば な ら な

い 。 

２ 犯 罪 被 害 者 等 支 援 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 被 害 を 受 け た と き か ら 再 び 平 穏 な 生 活 を 営 む こ と が で き

る よ う に な る ま で の 間 、 必 要 な 支 援 等 を 途 切 れ る こ と な く 受 け る こ と が で き る よ う 推 進 さ れ な け

れ ば な ら な い 。 

（ 県 の 責 務 ） 

第 四 条 県 は 、 前 条 の 基 本 理 念 （ 以 下 「 基 本 理 念 」 と い う 。 ） に の っ と り 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関

す る 施 策 を 総 合 的 に 策 定 し 、 及 び 実 施 す る 責 務 を 有 す る 。 

（ 市 町 村 と の 連 携 等 ） 

第 五 条 県 は 、 市 町 村 と の 連 携 を 図 り つ つ 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策 を 確 実 か つ 効 果 的 に 実

施 す る よ う 努 め る と と も に 、 市 町 村 に お い て 、 当 該 地 域 の 実 情 に 応 じ た 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す

る 施 策 が 円 滑 に 実 施 さ れ る よ う 、 情 報 の 提 供 、 助 言 そ の 他 の 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 県 民 の 責 務 ） 

第 六 条 県 民 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 犯 罪 被 害 者 等 が 置 か れ て い る 状 況 及 び 犯 罪 被 害 者 等 支 援 の

必 要 性 に つ い て の 理 解 を 深 め 、 二 次 的 被 害 が 生 ず る こ と の な い よ う 十 分 配 慮 す る と と も に 、 県 及

び 市 町 村 が 実 施 す る 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。 

（ 事 業 者 の 責 務 ） 

第 七 条 事 業 者 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 犯 罪 被 害 者 等 が 置 か れ て い る 状 況 及 び 犯 罪 被 害 者 等 支 援

の 必 要 性 に つ い て の 理 解 を 深 め 、 そ の 事 業 活 動 を 行 う に 当 た っ て は 、 二 次 的 被 害 が 生 ず る こ と の

な い よ う 十 分 配 慮 す る と と も に 、 県 及 び 市 町 村 が 実 施 す る 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策 に 協 力

す る よ う 努 め る も の と す る 。 

２ 犯 罪 被 害 者 等 を 雇 用 す る 事 業 者 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 そ の 雇 用 す る 犯 罪 被 害 者 等 に 対 し 、

就 労 の 支 援 そ の 他 の 必 要 な 支 援 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 。 

（ 民 間 支 援 団 体 の 責 務 ） 

第 八 条 民 間 支 援 団 体 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 知 識 及 び 経 験 を 活 用

し 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 を 行 う と と も に 、 県 及 び 市 町 村 が 実 施 す る 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策

に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。 

（ 基 本 計 画 ） 

第 九 条 知 事 は 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策 の 総 合 的 か つ 計 画 的 な 推 進 を 図 る た め 、 犯 罪 被 害

者 等 支 援 に 関 す る 基 本 的 な 計 画 （ 以 下 「 基 本 計 画 」 と い う 。 ） を 定 め る も の と す る 。 

２ 基 本 計 画 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 定 め る も の と す る 。 

 一 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 基 本 的 方 向 

 二 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策 に 関 す る 事 項 



（3）号外第６号栃 木 県 公 報令和３（2021）年３月11日　木曜日

 

ひ ぼ う 

栃 木 県 条 例 第 三 号 

栃 木 県 犯 罪 被 害 者 等 支 援 条 例 

（ 目 的 ） 

第 一 条 こ の 条 例 は 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 し 、 基 本 理 念 を 定 め 、 並 び に 県 、 県 民 、 事 業 者 及 び 民

間 支 援 団 体 の 責 務 を 明 ら か に す る と と も に 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を

定 め る こ と に よ り 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、 も っ て 犯 罪 被

害 者 等 を 支 え る 地 域 社 会 の 形 成 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。 

（ 定 義 ） 

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

一 犯 罪 等 犯 罪 及 び こ れ に 準 ず る 心 身 に 有 害 な 影 響 を 及 ぼ す 行 為 を い う 。 

二 犯 罪 被 害 者 等 犯 罪 等 に よ り 被 害 を 受 け た 者 及 び そ の 家 族 又 は 遺 族 を い う 。 

三 犯 罪 被 害 者 等 支 援 犯 罪 被 害 者 等 が 、 そ の 受 け た 被 害 を 回 復 し 、 又 は 軽 減 し 、 再 び 平 穏 な 生

活 を 営 む こ と が で き る よ う に す る た め の 取 組 を い う 。 

四 二 次 的 被 害 犯 罪 等 に よ る 被 害 を 受 け た 後 に 、 人 々 の 無 理 解 又 は 配 慮 に 欠 け る 言 動 、 イ ン

タ ー ネ ッ ト を 通 じ て 行 わ れ る 誹 謗 中 傷 、 報 道 機 関 に よ る 過 剰 な 取 材 等 に よ り 、 犯 罪 被 害 者 等 が

受 け る 精 神 的 な 苦 痛 、 身 体 の 不 調 、 私 生 活 の 平 穏 の 侵 害 、 経 済 的 な 損 失 そ の 他 の 被 害 を い う 。 

五 民 間 支 援 団 体 犯 罪 被 害 者 等 支 援 を 行 う 民 間 の 団 体 を い う 。   

（ 基 本 理 念 ） 

第 三 条 犯 罪 被 害 者 等 支 援 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 受 け た 犯 罪 等 に よ る 被 害 又 は 二 次 的 被 害 の 特 性 及 び

原 因 、 犯 罪 被 害 者 等 が 置 か れ て い る 状 況 そ の 他 の 事 情 に 応 じ て 適 切 に 推 進 さ れ な け れ ば な ら な

い 。 

２ 犯 罪 被 害 者 等 支 援 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 被 害 を 受 け た と き か ら 再 び 平 穏 な 生 活 を 営 む こ と が で き

る よ う に な る ま で の 間 、 必 要 な 支 援 等 を 途 切 れ る こ と な く 受 け る こ と が で き る よ う 推 進 さ れ な け

れ ば な ら な い 。 

（ 県 の 責 務 ） 

第 四 条 県 は 、 前 条 の 基 本 理 念 （ 以 下 「 基 本 理 念 」 と い う 。 ） に の っ と り 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関

す る 施 策 を 総 合 的 に 策 定 し 、 及 び 実 施 す る 責 務 を 有 す る 。 

（ 市 町 村 と の 連 携 等 ） 

第 五 条 県 は 、 市 町 村 と の 連 携 を 図 り つ つ 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策 を 確 実 か つ 効 果 的 に 実

施 す る よ う 努 め る と と も に 、 市 町 村 に お い て 、 当 該 地 域 の 実 情 に 応 じ た 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す

る 施 策 が 円 滑 に 実 施 さ れ る よ う 、 情 報 の 提 供 、 助 言 そ の 他 の 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 県 民 の 責 務 ） 

第 六 条 県 民 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 犯 罪 被 害 者 等 が 置 か れ て い る 状 況 及 び 犯 罪 被 害 者 等 支 援 の

必 要 性 に つ い て の 理 解 を 深 め 、 二 次 的 被 害 が 生 ず る こ と の な い よ う 十 分 配 慮 す る と と も に 、 県 及

び 市 町 村 が 実 施 す る 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。 

（ 事 業 者 の 責 務 ） 

第 七 条 事 業 者 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 犯 罪 被 害 者 等 が 置 か れ て い る 状 況 及 び 犯 罪 被 害 者 等 支 援

の 必 要 性 に つ い て の 理 解 を 深 め 、 そ の 事 業 活 動 を 行 う に 当 た っ て は 、 二 次 的 被 害 が 生 ず る こ と の

な い よ う 十 分 配 慮 す る と と も に 、 県 及 び 市 町 村 が 実 施 す る 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策 に 協 力

す る よ う 努 め る も の と す る 。 

２ 犯 罪 被 害 者 等 を 雇 用 す る 事 業 者 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 そ の 雇 用 す る 犯 罪 被 害 者 等 に 対 し 、

就 労 の 支 援 そ の 他 の 必 要 な 支 援 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 。 

（ 民 間 支 援 団 体 の 責 務 ） 
第 八 条 民 間 支 援 団 体 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 知 識 及 び 経 験 を 活 用

し 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 を 行 う と と も に 、 県 及 び 市 町 村 が 実 施 す る 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策

に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。 

（ 基 本 計 画 ） 

第 九 条 知 事 は 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策 の 総 合 的 か つ 計 画 的 な 推 進 を 図 る た め 、 犯 罪 被 害

者 等 支 援 に 関 す る 基 本 的 な 計 画 （ 以 下 「 基 本 計 画 」 と い う 。 ） を 定 め る も の と す る 。 

２ 基 本 計 画 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 定 め る も の と す る 。 

 一 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 基 本 的 方 向 

 二 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策 に 関 す る 事 項 

 三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 し 必 要 な 事 項 

３ 知 事 は 、 基 本 計 画 を 定 め る に 当 た っ て は 、 県 民 の 意 見 を 反 映 す る こ と が で き る よ う 適 切 な 措 置

を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 

４ 知 事 は 、 基 本 計 画 を 定 め た と き は 、 遅 滞 な く 、 こ れ を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。 

５ 前 二 項 の 規 定 は 、 基 本 計 画 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。 

（ 相 談 及 び 情 報 の 提 供 等 ） 

第 十 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 を 円 滑 に 営 む こ と が で き る よ う に す る た め 、

民 間 支 援 団 体 と 連 携 し 、 犯 罪 被 害 者 等 が 直 面 し て い る 各 般 の 問 題 に 関 す る 相 談 に 応 ず る と と も

に 、 必 要 な 情 報 の 提 供 及 び 助 言 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 保 健 医 療 サ ー ビ ス 及 び 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 等 ） 

第 十 一 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 犯 罪 等 に よ る 心 理 的 外 傷 そ の 他 心 身 に 受 け た 影 響 か ら 回 復 で き る

よ う に す る た め 、 そ の 心 身 の 状 況 等 に 応 じ た 適 切 な 保 健 医 療 サ ー ビ ス 及 び 福 祉 サ ー ビ ス が 提 供 さ

れ る よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 日 常 生 活 の 支 援 ） 

第 十 二 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 再 び 平 穏 な 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う 、 病 院 等 へ の 付 添 い 、 家

事 又 は 育 児 に 係 る 援 助 そ の 他 の 日 常 生 活 の 支 援 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 安 全 の 確 保 ） 

第 十 三 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 更 な る 犯 罪 等 に よ り 被 害 を 受 け る こ と を 防 止 し 、 そ の 安 全 を 確 保

す る た め 、 一 時 保 護 、 施 設 へ の 入 所 に よ る 保 護 、 防 犯 に 係 る 指 導 、 犯 罪 被 害 者 等 に 係 る 個 人 情 報

の 適 切 な 取 扱 い の 確 保 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 居 住 の 安 定 ） 

第 十 四 条 県 は 、 犯 罪 等 に よ り 従 前 の 住 居 に 居 住 す る こ と が 困 難 と な っ た 犯 罪 被 害 者 等 の 居 住 の 安

定 を 図 る た め 、 一 時 的 な 利 用 に 供 す る 住 居 の 提 供 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 雇 用 の 安 定 ） 

第 十 五 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 の 雇 用 の 安 定 を 図 る た め 、 犯 罪 被 害 者 等 が 置 か れ て い る 状 況 及 び 犯

罪 被 害 者 等 支 援 の 必 要 性 に つ い て 事 業 者 が 理 解 を 深 め る こ と が で き る よ う 、 普 及 啓 発 そ の 他 の 必

要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 保 護 等 の 過 程 に お け る 配 慮 等 ） 

第 十 六 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 の 保 護 、 そ の 被 害 に 係 る 刑 事 事 件 の 捜 査 等 の 過 程 に お い て 、 犯 罪 被

害 者 等 が 置 か れ て い る 状 況 を 踏 ま え 、 二 次 的 被 害 が 生 ず る こ と の な い よ う 十 分 配 慮 す る と と も

に 、 犯 罪 被 害 者 等 の 負 担 が 軽 減 さ れ る よ う 、 専 門 的 知 識 又 は 技 能 を 有 す る 職 員 の 配 置 そ の 他 の 必

要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 県 民 の 理 解 の 増 進 ） 

第 十 七 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 置 か れ て い る 状 況 及 び 犯 罪 被 害 者 等 支 援 の 必 要 性 に つ い て 県 民 が

理 解 を 深 め る こ と が で き る よ う 、 普 及 啓 発 、 教 育 の 充 実 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す

る 。 

（ 人 材 の 育 成 ） 

第 十 八 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 携 わ る 人 材 の 育 成 を 図 る た め 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 研

修 の 実 施 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 推 進 体 制 の 整 備 ） 

第 十 九 条 県 は 、 市 町 村 、 民 間 支 援 団 体 等 と 連 携 し 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 の 推 進 に 関 す る 施 策 の 総 合

的 か つ 計 画 的 な 推 進 を 図 る た め 、 必 要 な 体 制 の 整 備 に 努 め る も の と す る 。 

（ 財 政 上 の 措 置 ） 

第 二 十 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策 を 実 施 す る た め 、 必 要 な 財 政 上 の 措 置 を 講 ず る よ

う 努 め る も の と す る 。 

    附 則 

１ こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

２ 栃 木 県 安 全 で 安 心 な ま ち づ く り 推 進 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。 

   次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。 
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 三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 し 必 要 な 事 項 

３ 知 事 は 、 基 本 計 画 を 定 め る に 当 た っ て は 、 県 民 の 意 見 を 反 映 す る こ と が で き る よ う 適 切 な 措 置

を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 

４ 知 事 は 、 基 本 計 画 を 定 め た と き は 、 遅 滞 な く 、 こ れ を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。 

５ 前 二 項 の 規 定 は 、 基 本 計 画 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。 

（ 相 談 及 び 情 報 の 提 供 等 ） 

第 十 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 を 円 滑 に 営 む こ と が で き る よ う に す る た め 、

民 間 支 援 団 体 と 連 携 し 、 犯 罪 被 害 者 等 が 直 面 し て い る 各 般 の 問 題 に 関 す る 相 談 に 応 ず る と と も

に 、 必 要 な 情 報 の 提 供 及 び 助 言 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 保 健 医 療 サ ー ビ ス 及 び 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 等 ） 

第 十 一 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 犯 罪 等 に よ る 心 理 的 外 傷 そ の 他 心 身 に 受 け た 影 響 か ら 回 復 で き る

よ う に す る た め 、 そ の 心 身 の 状 況 等 に 応 じ た 適 切 な 保 健 医 療 サ ー ビ ス 及 び 福 祉 サ ー ビ ス が 提 供 さ

れ る よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 日 常 生 活 の 支 援 ） 

第 十 二 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 再 び 平 穏 な 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う 、 病 院 等 へ の 付 添 い 、 家

事 又 は 育 児 に 係 る 援 助 そ の 他 の 日 常 生 活 の 支 援 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 安 全 の 確 保 ） 

第 十 三 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 更 な る 犯 罪 等 に よ り 被 害 を 受 け る こ と を 防 止 し 、 そ の 安 全 を 確 保

す る た め 、 一 時 保 護 、 施 設 へ の 入 所 に よ る 保 護 、 防 犯 に 係 る 指 導 、 犯 罪 被 害 者 等 に 係 る 個 人 情 報

の 適 切 な 取 扱 い の 確 保 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 居 住 の 安 定 ） 

第 十 四 条 県 は 、 犯 罪 等 に よ り 従 前 の 住 居 に 居 住 す る こ と が 困 難 と な っ た 犯 罪 被 害 者 等 の 居 住 の 安

定 を 図 る た め 、 一 時 的 な 利 用 に 供 す る 住 居 の 提 供 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 雇 用 の 安 定 ） 

第 十 五 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 の 雇 用 の 安 定 を 図 る た め 、 犯 罪 被 害 者 等 が 置 か れ て い る 状 況 及 び 犯

罪 被 害 者 等 支 援 の 必 要 性 に つ い て 事 業 者 が 理 解 を 深 め る こ と が で き る よ う 、 普 及 啓 発 そ の 他 の 必

要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 保 護 等 の 過 程 に お け る 配 慮 等 ） 

第 十 六 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 の 保 護 、 そ の 被 害 に 係 る 刑 事 事 件 の 捜 査 等 の 過 程 に お い て 、 犯 罪 被

害 者 等 が 置 か れ て い る 状 況 を 踏 ま え 、 二 次 的 被 害 が 生 ず る こ と の な い よ う 十 分 配 慮 す る と と も

に 、 犯 罪 被 害 者 等 の 負 担 が 軽 減 さ れ る よ う 、 専 門 的 知 識 又 は 技 能 を 有 す る 職 員 の 配 置 そ の 他 の 必

要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 県 民 の 理 解 の 増 進 ） 

第 十 七 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 置 か れ て い る 状 況 及 び 犯 罪 被 害 者 等 支 援 の 必 要 性 に つ い て 県 民 が

理 解 を 深 め る こ と が で き る よ う 、 普 及 啓 発 、 教 育 の 充 実 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す

る 。 

（ 人 材 の 育 成 ） 

第 十 八 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 携 わ る 人 材 の 育 成 を 図 る た め 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 研

修 の 実 施 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 推 進 体 制 の 整 備 ） 

第 十 九 条 県 は 、 市 町 村 、 民 間 支 援 団 体 等 と 連 携 し 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 の 推 進 に 関 す る 施 策 の 総 合

的 か つ 計 画 的 な 推 進 を 図 る た め 、 必 要 な 体 制 の 整 備 に 努 め る も の と す る 。 

（ 財 政 上 の 措 置 ） 
第 二 十 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 施 策 を 実 施 す る た め 、 必 要 な 財 政 上 の 措 置 を 講 ず る よ

う 努 め る も の と す る 。 

    附 則 

１ こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

２ 栃 木 県 安 全 で 安 心 な ま ち づ く り 推 進 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。 

   次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。 

 

 

（ 議 会 事 務 局 ）   

                                        

 

  

 

改   正   後 

（ 犯 罪 被 害 者 等 の た め の 施 策 ） 

第 二 十 二 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 （ 犯 罪 被 害 者

等 基 本 法 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 六 十 一 号 ） 第

二 条 第 二 項 に 規 定 す る 犯 罪 被 害 者 等 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） が 、 そ の 受 け た 被 害 を 回 復 し 、

又 は 軽 減 し 、 及 び 再 び 平 穏 な 生 活 を 営 む こ と

が で き る よ う に す る た め 、 必 要 な 情 報 の 提 供

及 び 助 言 を 行 う 等 必 要 な 施 策 を 講 ず る も の と

す る 。    

２ 県 は 、 前 項 の 施 策 を 講 ず る に 当 た っ て は 、

国 、 市 町 村 そ の 他 の 関 係 機 関 及 び 関 係 団 体 と

緊 密 な 連 携 を 図 る も の と す る 。 

 

 （ 犯 罪 被 害 者 等 の た め の 施 策 へ の 協 力 ） 

第 二 十 三 条 県 民 等 は 、 犯 罪 被 害 者 等 の 名 誉 又

は 生 活 の 平 穏 を 害 す る こ と の な い よ う 十 分 配

慮 す る と と も に 、 県 が 実 施 す る 犯 罪 被 害 者 等

の た め の 施 策 に 協 力 す る よ う に 努 め な け れ ば

な ら な い 。 

 

改   正   前 

 
 

（ 議 会 事 務 局 ）   

                                        

 

  

 

改   正   後 

（ 犯 罪 被 害 者 等 の た め の 施 策 ） 

第 二 十 二 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 （ 犯 罪 被 害 者

等 基 本 法 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 六 十 一 号 ） 第

二 条 第 二 項 に 規 定 す る 犯 罪 被 害 者 等 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） が 、 そ の 受 け た 被 害 を 回 復 し 、

又 は 軽 減 し 、 及 び 再 び 平 穏 な 生 活 を 営 む こ と

が で き る よ う に す る た め 、 必 要 な 情 報 の 提 供

及 び 助 言 を 行 う 等 必 要 な 施 策 を 講 ず る も の と

す る 。    

２ 県 は 、 前 項 の 施 策 を 講 ず る に 当 た っ て は 、

国 、 市 町 村 そ の 他 の 関 係 機 関 及 び 関 係 団 体 と

緊 密 な 連 携 を 図 る も の と す る 。 

 

 （ 犯 罪 被 害 者 等 の た め の 施 策 へ の 協 力 ） 

第 二 十 三 条 県 民 等 は 、 犯 罪 被 害 者 等 の 名 誉 又

は 生 活 の 平 穏 を 害 す る こ と の な い よ う 十 分 配

慮 す る と と も に 、 県 が 実 施 す る 犯 罪 被 害 者 等

の た め の 施 策 に 協 力 す る よ う に 努 め な け れ ば

な ら な い 。 

 

改   正   前 

 

 

（ 議 会 事 務 局 ）   

                                        

 

  

 

改   正   後 

（ 犯 罪 被 害 者 等 の た め の 施 策 ） 

第 二 十 二 条 県 は 、 犯 罪 被 害 者 等 （ 犯 罪 被 害 者

等 基 本 法 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 六 十 一 号 ） 第

二 条 第 二 項 に 規 定 す る 犯 罪 被 害 者 等 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） が 、 そ の 受 け た 被 害 を 回 復 し 、

又 は 軽 減 し 、 及 び 再 び 平 穏 な 生 活 を 営 む こ と

が で き る よ う に す る た め 、 必 要 な 情 報 の 提 供

及 び 助 言 を 行 う 等 必 要 な 施 策 を 講 ず る も の と

す る 。    

２ 県 は 、 前 項 の 施 策 を 講 ず る に 当 た っ て は 、

国 、 市 町 村 そ の 他 の 関 係 機 関 及 び 関 係 団 体 と

緊 密 な 連 携 を 図 る も の と す る 。 

 

 （ 犯 罪 被 害 者 等 の た め の 施 策 へ の 協 力 ） 

第 二 十 三 条 県 民 等 は 、 犯 罪 被 害 者 等 の 名 誉 又

は 生 活 の 平 穏 を 害 す る こ と の な い よ う 十 分 配

慮 す る と と も に 、 県 が 実 施 す る 犯 罪 被 害 者 等

の た め の 施 策 に 協 力 す る よ う に 努 め な け れ ば

な ら な い 。 

 

改   正   前 

 


